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 にߓߪ

 

網 日本中世の楽の家においてޔ芸の伝ᛚの一助とߒて多くの楽書߇作成さࠇた。とࠅわけ曲の家ߢ

ある綾小路家においてߪ多くの楽書ޔࠇ߹✬߇そߪࠄࠇ現在の㓷楽研究において߽㊀要ߥผ料とߞߥ

ている。綾小路家の中߽ߢ特に多くの書物を遺ߒたの߇綾小路敦有(一ਃੑਃ―一四〇〇)ߢあるޔ߇

彼の著作の一つにޡ御ㆆ部類記ޢ
(1)
という小著߇ある。御ㆆとߪᄤ⊞߿院߇主催ߔる管⚴会ߢあるޔ߇

その性格ߪᐔ中期ࠄ߆院期に߆けて徐々に変ㆫޔߒ中世ߪߢ一⽾ߒて治的影響を濃厚にฃけて

いた
(2)
。本書ߪቶ↸ᤨ代に✬߹ࠇた書ߢあޔࠅ岩橋小弥ᄥ氏にࠃる考⸽の概略ߪ以ਅの通ߢࠅある

(3)
。 

全一巻ࠄ߆成ޟޔࠅ敦有卿記ޠと題ߔる伝本߇多い。作者ߢある綾小路敦有ޔߪ家業中興のため

自ࠄ父の日記ޡ都黄御記ޢ(ޡ有資卿記ޢ)・ޡ親宰御記ޢ (ޡ有頼卿記ޢ)を中心にޔ大ᳯ匡ᚱのޡᳯ

記ࠄ߆ޢ自分の日記(ᗱ記と称ߒて応永年・一ਃ߹ߢ)に⥋る範࿐の記録ࠅࠃవ例をൊ出ߒたޡᲚ

燕酔部類ޢ(応永年成立)(4)
の߶ޡޔ߆楽血⣂ޡ・ޢ和琴血⣂ޡ・ޢ曲相ᛚ次第ޢ

(5)
多くޔߤߥ

の著作を遺ߒている。本書߽ޔ自ࠄの日記ࠅࠃ抄出ߒたと考えࠇࠄる。 

本文中の年紀のਅ限ߪ貞治年(一ਃ七)ਃߢあるޔ߇その⸼੍ޟߪ取


之伝
ੑ

ᱝ朝臣
一

ߤߥޠと

敦有自筆の߽の߇主ߢあるࠃうに見えޟޔ後శ厳院ޠの崩御のあߞた応七年(一ਃ七四)以後の成立

 。ているࠇあるとផ察さߢ

群書類ᓥ本ߪ奥書߽ߥいޔ߇ቢ成会本ߪߢ帝国(㊁)࿑書館本(Ⴅ氏校合本)を߽ߞて再挍ߒたと校訂

識語߇ある。諸本にߪ㊁࿑書館本の߶ޔ߆宮内庁書㒺部所蔵のᩉ原本一冊(ᩉ原紀శ߇家人に書写さ

消߿⚕書状掛ޔߢᨓ型本ߪる。静嘉堂文庫本ߔሽ߇静嘉堂文庫所蔵の写本とޔたᳯ戸ᤨ代の写本)とߖ

息断簡ߤߥの⚕背に写ߒてあޔࠅ奥にޟ長੨元年(一四七)十一廿四日網 以
ੑ

楽林軒本
一

写


之了網 按

察使網 藤原(花)ޠと見えるޔ߇署ฬの按察使藤原とߪ甘露寺親長のことߢある。この本の本文ߪ⛯

類ᓥ本に比ߒて多少の出入߽あޔࠅ挍合に役立つ߽のߢある。以߇岩橋氏にࠃる指摘ߢある。 

本書ߪ小著ߢあるためޔ߆ผ料とߒて特に注目さࠇること߽ߥくޔ敦有の数ある著作のうちの一つ

とߒての認識߆ߒさࠇていߥいの߇現状ߢある
(6)
いߥࠇさߥ߇⸽岩橋氏の指摘を超える考ޔてߞࠃ。
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߹߹日に⥋ߞている。本Ⓜߪߢ߹ߢ考察さࠇてこߞ߆ߥたޡޔ御ㆆ部類記ޢ成立の背᥊について

តߞてい߈たい。本書の書物ผ的ߥ面を߆ࠄにߔることにߞࠃてޔ当ᤨの綾小路家の芸の伝ᛚシス

 。うࠈあߢるߥ可能と߇ることߔに߆ࠄの一端をࡓ࠹

 

Σ．ޡ御遊部類記ޢの構成と敦有の日記 

 

本書の内容ߪ敦有の日記ࠄ߆元弘四(建武元)年正ੑ十日禁裏御ㆆ始ޔ暦応ੑ年ੑ十七日

洞御会始ޔᐽ永ੑ年ਃੑ十日内裏御ㆆ始ޔ貞和ੑ年十一風㓷和歌集┧ኃޔ貞治ੑ年ਃ一日禁

裏御ㆆ始の記を抄出ߒて部類ߒた߽のߢあޔࠅ奥に貞治年ੑ十日の御ㆆおࠃびਃੑ十七日の

中Ლ御会御催の綸ᣦੑ通を添えてある。岩橋氏ߪ本書の成立を応七年以後ߢあるとផ定ߒているޔ߇

వに掲載さࠇたつの儀式に関ߒてߪい߽ࠇߕ所作人のฬをߓߪめ詳細ߥ情報߇記さࠇているに߽関

わޔߕࠄ貞治年の御ㆆに関ߒてߪ綸ᣦを載ߖるのみߢあるのޔߢこࠄࠇの御ㆆ߇開催さࠇる前に本

書߇成立ߒたと見る方߇自然ߢある。 

߇敦有ޔࠄ߆ていることߒの自身の日記を使用ߢ߹て応年ߒとޠᗱ記ޟߪߢޢᲚ燕酔部類ޡ

この㗃߹ߪߢ確実に日記を記ߒていたこと߇分ޔࠅ߆߹た貞治年以降߽御ㆆߪᐲ々行わࠇている。

そうߢあるに߽関わޡޔߕࠄ御ㆆ部類記߇ޢ貞治年の年記ߢ終了ߒていることߪ不思議ߢある。さ

ޢ御ㆆ抄ޡޔにࠄ
(7)
等を参照ߔるとޔ元弘四年ࠄ߆貞治年の間に御ㆆੑߪ十回行わࠇておޡޔࠅ御

ㆆ部類記ޢに抄出さࠇた七件以外に߽ᐲ々御ㆆ߇開催さࠇていたこと߇分߆る。こࠄࠇの点に関ߒて

 。うࠈあ߇考察の余地ߪ

本章ޡޔߪߢ御ㆆ部類記ޢ中のそࠇߙࠇの記事の人ฬ表記に注目ޔߒ成立の限߽ߒくߪਅ限を設

定ߔること߇可能ߤ߆う߆を検討ߒていくことにߔる。 

本書ߪ以ਅの記事ࠄ߆始߹る。 

 

御ㆆ事
 

元弘四年正廿日。禁裏御ㆆ始

天統之後

初 度 。有

之。 

以
ੑ

仁ኼᲚ西面

議定

所。一

ὑ
ੑ

所
一

。వ披
ੑ

講詩哥
一

之後有
ੑ

御ㆆ
一

。ᄺ
ੑ

行範国
一

。卿直衣。
ਅ括。

Ლ

人束Ꮺ。縫腋不
ੑ

Ꮺ劔
一

笏如


恒。Ლ置
ੑ

楽器
一

。役送無人之間。依


仰੍取


箏置
ੑ

内府前
一

網

右手伏。左手仰拘二箏腹一。

如二我弾一持レ之取直置也。之後。着
ੑ

大床ᐳ
一

。ᐳ。事畢又取


箏之後ㅌ去。 

網 網 網 拍子。
Ꮐ衛門督ኪ世。 

網 網 網 付哥。

੍。

侍 ᓥ

初ᐲ。年十ਃ。 

網 笛。
中将教ቬ朝臣。 

網 笙。
ᮭ大納言泰。 

網 網 網 篳篥。
前ฝ衛門督兼高。 
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網 網 網 ℚℛ。

御所作。権中納言公重。

勘解由長官孝重朝臣。 

網 網 網 箏。
内大臣賢。 

網 和琴。
ᮭ大納言冬信。 

網 網 網 呂。

安名尊。鳥破。席田。

鳥 急 。 賀 殿 急 。  

網 網 網 ᓞ。

万歳楽。青柳。

三 臺 急 。  

 

楽器の所作人とߒて列記さࠇている人物についてޡޔ卿補任ޢを߽とに各人のቭ職を確認ߒてお

こう。Ꮐ衛門督(洞院)ኪ世ߪこのᤨੑ十七ᱦᮭޔߢ中納言ޔᏀ衛門督ୃޔ理大ᄦߢある。正廿ਃ日

に春宮ᮭ大ᄦޔ十日にୃ理大ᄦを辞めޔ十ੑ十七日に大学頭とߞߥている。ᮭ大納言(洞院)

泰ߪこのᤨਃ十ᱦޔߢ前ᮭ中納言ߢあߞたの߇正十ਃ日にᮭ中納言に還任ޔ十四日にᮭߪ大納

言に任ࠇࠄߓている。ᮭ中納言(西園寺)㊀ߪこのᤨ十ᱦޔߢ参議ޔᏀ中将ޔ土ᮭߢある。ੑ

廿ਃ日にᮭ中納言に任ޔࠇࠄߓ十ੑ十七日にฝ兵衛督に任ࠇࠄߓる。内大臣(洞院)賢ߪこのᤨ

四十四ᱦޔߢ内大臣ߢある。日に病のため内大臣を辞ޔߒ十ੑ十七日に式部卿とߞߥている。

ᮭ大納言(大Ἲ御門)冬信ߪこのᤨੑ十ᱦᮭޔߢ中納言ߢある。 

ᮭ大納言と表記さࠇている泰ߪこの御ㆆの行わࠇた段㓏ߪߢ中納言のቭ職にあߞたことにߥる。

ߒその߹߹抄出ࠄ߆නに日次記ޔ߇ているࠇたとさߒ抄出ࠄ߆敦有の日記ߪޢ御ㆆ部類記ޡޔてߞࠃ

たわけߥߪߢいということにߥる。他の記録を参照ߒたのޔ߆あるいߪ自身の記憶に頼ߞて作成さࠇ

た߽のߢあるの߆を断定ߔることߥ߈ߢߪい࡞ࠕޔ߇タイߢࡓ作成さࠇた記事ߥߪߢくޔ別記とߒ

て後に作成さࠇたと考えࠇࠄる。泰ߪ暦応ਃ年十ੑੑ十日にᮭ大納言を辞ߒている。冬信߽当ᤨ

。ているߞߥᐽ永ੑ年四十日に大納言とޔࠅߥ建武四年七十ੑ日にᮭ大納言とޔ߇あるߢ中納言ߪ

西園寺㊀ߪ当ᤨ参議ߢあޔࠅ同年ੑੑ十ਃ日にᮭ中納言とޔࠅߥ暦応元年十一一日にᮭ大納言

にߞߥている。ਃ人ޡ⊝߇御ㆆ部類記ޢに表記さࠇているቭ職にいたᤨ期ߪ建武四(ᑧ元ੑ)年七十

ੑ日ࠄ߆暦応元年十一一日߹ߢの十七ࡩの間ߢある。このことޡࠄ߆御ㆆ部類記ޢの元弘四年正

廿日条ߪこの㗃記さࠇた記事ߢある可能性߇高い。たޔߒߛ洞院賢ߪ建武ੑ年ੑ十日にฝ

大臣とߞߥておޔࠅ建武四年日に辞意を表ߒて同年七ਃ日にฝ大臣を辞ߒているのޔߢこの

期間ޟߪ前ฝ大臣ߢޠある。ߞࠃてޔ泰ޔ冬信ޔ㊀ޔ賢の四人全員ޡ߇御ㆆ部類記ޢに表記さ

ߒく別記とߥߪߢ日次記߇本記事ޔ߇るߥいということにߥߪているቭ職に同ᤨに就いていたᤨ期ࠇ

て後に作成さࠇた߽のߢある߫ࠄߥこのࠃうߥことߪ起こࠅ得るߢあࠈう。賢のみ߇例外的に旧ቭ

職ߢ表記さࠇているのޔ߆他に߽旧ቭ職ߢ表記さࠇている人物߇いるの್ޔ߆定ߥ߈ߢい以ޔ暦応

元年をਅ限とߔることߥ߈ߢߪいޔ߇少ߥくと߽建武四年以降に成ߞた記事ߢあることߪ確ߢ߆あࠈ

う。 

本記事のࠃうߥ人ฬ表記におけるቭ職のᤨ差ߪ他の記事ߪߢみߥࠇࠄい。߹たޔ本記事に比ޔߴそ

の後の記事ߪ式次第߿敦有の所見ࠅߥ߆߇詳細に記さࠇておޔࠅ日次記に近い形ߢ記録さࠇていߞた
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と考えࠇࠄる。以のことޔࠄ߆敦有ߪ建武四(ᑧ元ੑ)年ࠄ߆暦応ੑ年の間(十ᱦࠄ߆十ᱦ)に自身

ޔう。建武四年といえ߫ࠈあߢる。年齢的に߽妥当߈ߢ指摘߇た可能性ߞߥうにࠃ記録をつけ始めるߢ

前年に建武の新߇破綻ޔߒධർ朝߇成立ߒた߫ࠅ߆のᤨ期ߢある。ർ朝ߪߢ建武ਃ年十日に

శᄤ⊞߇හޔߒశ厳院߇開始さࠇているޔ߇大ཏ会߇ᑧ期とߥる
(8)
ߥ停ṛを余儀ߪ事ޔߤߥ

くさࠇていた。そうߒた中ߢ家業ሽ⛯のための手段とߒて筆を取ࠅ始めたのߥߪߢい߆。 

別の記事に移ࠈう。以ਅޔߪ風㓷和歌集の┧ኃの際に行わࠇた御ㆆに関ߔる記事ߢある。 

 

貞和ੑ年十一日。風㓷┧ኃ。

執二権大納言経

顕 卿 奉 行 一 。వ出御。卿着
ੑ

大床ᐳ
一

。次置
ੑ

文臺并御手筥
一

。

集被レ入

レ 之 。

次被
ੑ

講撰集
一

。⺒師前Ꮐ大臣。講師宰相中将忠ቄ。次人々置
ੑ

和歌
一

。⺒師前Ꮐ大臣。召
ੑ

ὑ朝

臣
一

ὑ
ੑ

講師
一

。次講
ੑ

御製
一

。⺒師関⊕。講師民部卿ὑ定卿。次非
ੑ

伶人
一

卿各起ᐳㅌ出。

先撤二文臺

已 下 一 。但

関⊕不
ੑ

ㅌ給
一

。次氏忠実等卿并兼親朝臣着ᐳ。次院ม長㗼朝臣持
ੑ

参御比Ꮙ
一

。前Ꮐ府取


之被



置
ੑ

御前
一

。次御笛筥以ਅ置


之。次兼親朝臣着ᐳ。御ㆆ儀如


恒。事畢入御。次卿ㅌ出。 

網 網 網 拍子。
大納言実。 

網 笛。
春宮大ᄦ実夏。 

網 網 網 笙。
前大納言泰。 

網 篳篥。
中将兼親朝臣。 

網 比Ꮙ。

御所作。   

 大納言公重。 

網 箏。

前左大臣公賢公。           

三位局。一条局。公蔭卿女。今日哥人也。 

網 和琴。
前大納言氏忠。 

網 呂。

安名尊。鳥破。

席 田 。 鳥 急 。 

網 網 網 ᓞ。

万歳楽。伊勢海。

三 臺 急 。   

網 網 網 網 撰集┧ኃ御ㆆ。新ฎ⛯ฎ両ᐲ。⊝無
ੑ

付哥
一

。仍ᐲ無
ੑ

人
一

歟。 

(以下七行據二一本一補レ之。) 

網 去夜有
ੑ

御習禮
一

。 

拍子。
੍。 

笙。
豊原信秋。 

笛。

春宮大夫少将公興。

景 茂 。       

篳篥。
兼親朝臣。 

比Ꮙ。

御所作。    

 竹林院大納言。 

箏。
☄中。 

 

網 ┧ኃ 

関⊕前Ꮐ大臣。

公賢

公。内大臣。

公清

公。冷泉前大納言。
泰。

┻林院大納言。
㊀。

勧ୃ寺前大納言。
経㗼。
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日㊁大納言。
資。

新大納言。
蔭。

民部卿。
ὑ定。

ੑ条前中納言。
㓷ቄ。

春宮大ᄦ。
ኪ夏。

宰

相中将。
忠ቄ。

条侍ᓥਃ。
ὑ

高イ

基。
ὑ朝臣。ὑ忠朝臣。㓉清朝臣。ὑ⑲朝臣。講師ὑ朝臣。

⺒師前Ꮐ大臣。御製講師民部卿。⺒師関⊕。 

 

風㓷和歌集ߪ花園⊞の߽とశ厳⊞にߞࠃて親撰さࠇた第十七勅撰集ߢあޔࠅ正親↸蔭・藤原

ὑ基・冷泉ὑ⑲߇ࠄ寄人を勤めた。┧ኃとߪ勅撰和歌集の撰述߇終わߞたとߤߥ߈にޔኃを設け諸臣

にその書にちߥ詩歌を詠߹ޔߖをਈえる߽のߢある。新ฎ和歌集と⛯ฎ和歌集の撰集┧ኃの

際に行わࠇた御ㆆߤߪち߽ࠄ付歌ߞ߆ߥ߇たためޔ回߽ߥいのߢあࠈう߆と記さࠇている。 

┧ኃに参加ߒた主ߥ人物をޡ卿補任ߢޢ確認ߒていこう。洞院賢ߪこのᤨ十ᱦޔ十一

日にᏀ大臣を辞ߒている。ᓼ大寺清ߪこのᤨਃ十ᱦੑޔߢ十日に大納言ࠄ߆内大臣に進ߢࠎ

おޔࠅฝ大将ߢあߞた߇十十日に辞ߒている。さࠄに貞和ਃ年十日に内大臣を辞ߒている。

西園寺㊀ߪこのᤨਃ十ᱦੑޔߢ十日にᮭ大納言ࠄ߆大納言にߞߥている。洞院ኪߪこのᤨਃ

十ਃᱦᮭߢ大納言ߢある。日㊁資ߪこのᤨ十ᱦޔᮭߢ 大納言ߢあߞた߇十ੑ日に辞ߒている。

正親↸蔭ߪこのᤨ十ᱦੑޔߢ十日にᮭ中納言ᮭࠄ߆大納言へと進ޔ߇ߛࠎ貞和ਃ年十

日に辞ߒている。ੑ条ὑ定ߪ前ᮭ中納言ޔ民部卿ߢあߞたޔ߇十ੑ日にᮭ大納言に任ࠇࠄߓてお

春宮大ޔ中納言ᮭޔこのᤨਃ十ੑᱦߪている。洞院ኪ夏ߒ貞和ਃ年十一十日にᮭ大納言を辞ޔࠅ

ᄦߢあるޔ߇貞和ਃ年十日にᮭ大納言に任ࠇࠄߓている。正親↸忠ቄߪこのᤨੑ十ᱦޔߢ参

議ޔᓥਃޔᏀ中将ޔ備中ᮭߢあるޔ߇貞和ਃ年十日にᮭ中納言に任ࠇࠄߓている。冷泉

泰ߪ前ᮭ大納言ޔ大Ἲ御門氏忠ߪ前ᮭ大納言ޔ勧ୃ寺経㗼ߪ前ᮭ大納言ੑޔ条㓷孝ߪ前ᮭ中納言ޔ姉

小路高基ߪ貞和ਃ年四廿ਃ日にᓥਃに叙ੑޔࠇࠄߖ条ὑߪ貞和ਃ年正日にᓥਃに叙ࠄߖ

 。ているࠇ

ቭ職の表記に元弘四年の記事のࠃうߥ大ᤨߥ߈差ߪみߥࠇࠄい。たޟޔߒߛ条侍ᓥਃ。
ὑ

高イ

基。
ޠ

とあるޔ߇姉小路高基߇ᓥਃに叙さࠇたのߪ翌貞和ਃ年四ੑ十ਃ日ߢある。清߇貞和ਃ年

十日に内大臣を辞ߔる߹ߪߢこの┧ኃに参加ߒた人々のቭ職に変化ߥߪいのޔߢ四ࠄ߆の間

に別記とߒて߹とめࠇࠄた߽のをᲣ体とߒている可能性߽ある。 

 

Τ．南ർ朝時ઍの綾ዊ路家 

 

ここޔߢ再び元弘四年の記事に戻ࠈう。ޟᄤਅ一統之後初ᐲޠとの⸼߇ある。元ᓼਃ年㧔一ਃਃ一㧕

ޔ倒幕計↹の発覚(元弘の変)にࠅࠃ後醍醐ᄤ⊞߇笠置山へ脱出ߔるとޔੑ十日に㊂仁親王߇

හߒ㧔శ厳ᄤ⊞㧕ޔ後伏見⊞߇院を行うࠃうにߥる。後醍醐ᄤ⊞߇ㅌを拒否ߒたことにࠅࠃ

広義にߪこのᤨ代ࠅࠃධർ朝ᤨ代と߫ࠇることにߥるޔ߇元弘ਃ(正慶ੑ)年㧔一ਃਃਃ㧕ޔ足利ዅ

氏のァ߇੩都のᵄ羅ត題を襲撃ޔߒ帰੩ߒた後醍醐ᄤ⊞にࠅࠃశ厳ᄤ⊞߇ੑ十日に廃さࠇ
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ている。その後行わࠇたの߇この御ㆆߢある。網 網 網  

。付哥ޟ

੍。

侍 ᓥ

初ᐲ。年十ਃ。

たߞあߢての初めての場ߒ御ㆆの所作人と߇ࠇてこߞ敦有にとޔࠅとあޠ

こと߇分߆る。ここޔߢ敦有の経ᱧと当ᤨの綾小路家の状況について確認ߒておこう。敦有ߪ参議正

ਃ有頼の男ߢあޔࠅᲣߪ正四ਅ藤శ久の女ߢある。元弘四年に十ਃᱦߢあることࠄ߆元亨ੑ年の

生߹ߢࠇあること߇分߆る。嘉暦ੑ年十日にᓥに叙さޔࠇ同ਃ年ਃ十日侍ᓥに任ߓ

暦応ੑ年正ޔ建武元年十ੑ十七日にᓥ四ਅޔている。元ᓼ元年十ੑ廿四日に正ਅࠇࠄ

日にᓥ四ޔ同年正日に正四ਅに叙さޔࠇᑧ文ੑ年四十日にਃ十ᱦߢᓥਃとߒて

卿に列ߒている。ᑧ文四年十一日に参議ޔ永和ੑ年正日にᓥੑにޔࠅᐽ暦ੑ年に出家

たߓ薨ߢ応永七年ੑに七十ᱦޔߒて法ฬ了禅とภߒ
(9)
。敦有の父信有ߪ伏見ᄤ⊞の曲の師ޔ

父有頼ߪ後伏見・後醍醐ᄤ⊞の曲の師ߢあるޔ߇信有ߪ正中元年に十七ᱦߢ死去ޔߒさࠄに年

後の嘉暦四年にߪ有頼߇ਃ十ᱦ(߹たߪਃ十ᱦ)ߢᴚߒておޔࠅ敦有ߪわ߆ߕᱦߢ有頼のあとを

ߒ文保ੑ年十一にᮮ死ޔ߇いた߇有ᤨというఱߪ有頼にޔおߥ。ているߞߥ綾小路家の当主と߉⛮

ている
(10)

。 

元弘四年ޔ十ਃᱦとߞߥた敦有߇この御ㆆに所作人とߒて初⊓場ߔるのߢあるޔ߇信有・有ᤨ・有

頼߇御ㆆに初めて参加ߒたのੑ߇十ᱦ前後ߢあることを考えるとޔ例外的ߥ処遇ߢあߞたといえる。

頼ࠅに߈ߴߔ父߽父߽亡くߒた敦有ޔ߇十ਃᱦにߒて宮ᑨ社会ߢ御ㆆの所作人という地を得るこ

と߈ߢ߇たのߢߗߥޔߪあࠈう߆。そこޔߢ以ਅのผ料を見てみࠃう。 

 

有頼卿事ޔ返々不便々々ޔ一流之衰微ޔ歎而有


餘ޔ當事ޔ秘曲等留置之條ޔ之冥加ޔ授
ੑ

⾦敦有
一

條ޔ不


可


有
ੑ

子細
一

且以ޔ
ੑ

ᱝ趣
一

可


被
ੑ

仰含
一

歟ޔ當文書等ޔ敦有相傳之條勿論歟ޔ

ᣈ


事可


加
ੑ

ᄤ憐
一

者ޔᆔ細₈可


仰事等有


之ޔኪ世朝臣内々罷向之條可


ቱ歟ޔ間可


被
ੑ

召進
一


(11) 

 

こߪࠇ後醍醐ᄤ⊞の自筆書状とߒて現ሽߔるผ料ߢある。自身の曲の師ߢある有頼の死を悼みޔ

綾小路家の衰微を歎߈つつޔ有頼ࠄ߆秘曲等ߪ既に授けࠇࠄておࠅ秘曲断⛘という事態に⥋ߞ߆ߥࠄ

たことޟߪ之冥加ߢޠあると胸を撫ߢਅߒࠈている。ޟ一流之衰微ޔ歎而有


餘ޠとߪනに有頼߇

ਃ十代半߫ߢ死去ߒたことのみߥߪߢくޔ後醍醐ᄤ⊞߇හߒてࠄ߆おࠃそ十年の間に有ᤨ・信有・

有頼というਃ人の人᧚を失ߞた綾小路家の悲ㆇを指ߒているのߢあࠈう。書面ߪߢさࠄにޔ有頼ࠄ߆

授けࠇࠄた秘曲を敦有に伝授ߔることޟ߿當文書等ޠを敦有߇相伝ߔることߪ当然ߢあޟޔࠅᆔ細

₈可


仰事等߇ޠあるため洞院実世を内々に綾小路家に差ߒ向けるつ߽ߥࠅのߢ実世をޟ可


被
ੑ

召進
一

ޠ

と⛯けている。内容ޔࠄ߆嘉暦四年に有頼߇ᴚߒた直後に認めޔࠇࠄ後醍醐ᄤ⊞と同ߓく有頼の弟子

ࠇࠄた洞院賢にਈえߞあߢ当ᤨ大納言ߢ実世の父ޔࠇて指ฬさߒ使いと߇洞院実世ࠄ߆ある関係ߢ

たとみࠇࠄている
(12)

。 
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この書状に関ߒてޟޔߪ後醍醐߇楽家の家業の相ᛚに߹ߢ深く関ਈߒていたこと߇⺒み取ࠇるޠと

の豊永聡美氏の指摘߇ある
(13)

。敦有߇初めて御ㆆの所作人とߞߥた元弘四年という年ޔߪこの御ㆆの

翌日ߢある正ੑ十日にޟ建武ޠに改元さޔࠇ同に大内裏ㅧ営⾌用とߒてੑ十分の一税߇計↹さ

。あるߢているᤨ期ࠇて次々とᣉ行さߞࠃ後醍醐ᄤ⊞の手に߇朝ᑨ治のᓳᮭへ向けた策ޔߤߥるࠇ

豊永氏の指摘通ޔࠅ頼ࠅに߈ߴߔ父߽父߽亡くߒた敦有ޔ߇十ਃᱦという⧯さߢ御ㆆの所作人とߥ

ること߈ߢ߇たの߽ޔこの後醍醐ᄤ⊞の強力ߥ後ࠈ盾߇あߞたࠄ߆こそߢある。 

さࠄにޡޔ御ㆆ抄ޟޢ御産ޠの建武ੑ年ਃੑ十四日条に以ਅのࠃうߥ記事߇ある。 

 

七夜。 

拍子。敦有。 

敦有所作ὑ
ੑ

初ᐲ
一

之處。無
ੑ

㆑失
一

之間。翌日仰
ੑ

ฝ大臣
一

被


ਅ
ੑ

ซ感之綸ᣦ
一

。詩。匪
ਃ

啻無

ੑ

曲之失誤
一

。剩以添
ੑ

席
一

之優美。㓷興有


余。ซ感不


少々。 

 

敦有߇初めての所作に߽߆߆わߕࠄ非常にߒࠄ߫ߔい出来ߢあߞたため後醍醐߇翌日に綸ᣦをਅߒ

たのߢある。このࠃうߥ後醍醐の配慮にߞࠃて敦有ߪ御ㆆの所作人とߒての地を確߽ߥ߆のにߔる

こと߈ߢ߇たといえる。 

さてޔ後醍醐ᄤ⊞の後ࠈ盾にࠅࠃ曲のを⛮ߋことの߈ߢた敦有ߢあるᤨޔ߇代ߪධർ朝の動乱

へと突߈進ߢࠎいく。వ程ฬのあߞ߇た洞院実世ޔߪ後醍醐ᄤ⊞の側近とߒて߿ߪくࠄ߆倒幕ㆇ動に

身を置ޔ߈建武新ਅߪߢ要職にあޔࠅその後߽一⽾ߒて後醍醐ᄤ⊞を支えたධ朝の㊀鎮の一人とߒ

て有ฬߢある。父賢߽建武新ਅߪߢ㊀߈をߒߥたޔ߇朝ᑨ分ⵚ後ߪർ朝に属ߒた。洞院家ߪ綾小

路家と同ߓく曲を家業とߔる家ߢあるޔ߇ධർ朝期にߪධ朝の実世ޔർ朝の実夏というࠃうに分ⵚ

 。ているߒ

くߓ信有の女߽同ޔࠅておߞߥ伏見院女ᚱ堀Ꮉ局とߪ有資の女。߆たߞあߢうߤߪ綾小路家ޔߪߢ

伏見院女ᚱ按察局とߞߥている
(14)

両ޔߒ߆ߒ。るࠇ確認さ߇ࠅ߇❭持院統とのࠄ߆早いᤨ期ޔߤߥ

統迭立の初期段㓏において綾小路家ޔߪ有資߇後深草・亀山・伏見ਃ代の曲の御師ߢあߞたのをߪ

・大覚寺統ޔߤߥているߞߥ後伏見・後醍醐の曲の御師と߇有頼ޔ伏見の曲の御師߇信有ޔめߓ

持院統を問わߕ代々のᄤ⊞のޟ御師ޠとߒての㊀⽿を担ߞていた。両統迭立ߪあく߹ߢᄤ⊞家内部

の問題ߢあߞてޔ家業の遂行という面ࠄ߆み߫ࠇその対象ߤ߇ちࠄ側のᄤ⊞ߢある߆ということߪ大

くこのᤨ期のߥߪߢたことߞ綾小路家に限ߪ姿勢ߥうࠃう。このࠈあߢいということߥߪߢた問題ߒ

家社会全体にみࠇࠄる状況ߢあࠈう。 

授ޟߪߢ変わる。వ程の書状߇状況ޔߪた後ߒධർにቢ全に分ⵚ߇朝ᑨޔߒ߆ߒ
ੑ

⾦敦有
一

條ޔ不


可


有
ੑ

子細
一

たߞߥることとࠇศ㊁へ逃ߪ⊞後醍醐ᄤࠅ周知の通ޔその後ޔ߇いるߪてࠇࠄと認めޠ

ためޔ実際に後醍醐ᄤ⊞ࠄ߆敦有に秘曲等߇授けࠇࠄたߤ߆うߪ߆定ߥߪߢ߆い。ޡ楽血⣂ޢにࠃ
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ると敦有ޟߪ又習
ੑ

多忠ᓴ
一

。ᣈ
ੑ

弓立曲
一

者ฃ
ੑ

忠春説
一

た曲ߞ߆ߥていߒ伝授ࠄ߆父有頼ޔࠅとあޠ

に関ߒてߪ地ਅ楽家の多氏に習ߞていること߇分߆る。曲に関ߒて߽同様ߢあࠈう。その後敦有ߪ

崇శ院のޟ曲御師ޠとߞߥておࠅ
(15)

て家社会ߒ伏見宮家の近臣とߪධർ朝合一の後߽綾小路家ޔ

を生߈ることにߥる。 

 

Υ．ޡ御遊部類記ޢ執筆の契機 

 

敦有の生߈たධർ朝ᤨ代における綾小路家の動߈を追ߞて߈たޔ߇ここޔߢ他の楽家と綾小路家と

の交流に目を向けてみࠃう。敦有の著作にߪ本書の他にޡޔ楽血⣂ޡ߿ޢ和琴血⣂߇ޢある。書ฬ

の通ޔࠅこߪࠄࠇ楽歌߿和琴の師資相ᛚを示ߒた系࿑ߢある。い߽ࠇߕ応永ੑ十年ਃ日に敦

有の自筆本ࠅࠃ書写ߒたとの奥書を有ߒているޡޔ߇楽血⣂ޢについてޔߪ敦有の孫有俊(敦有ᴚ後

に誕生)の代߹ߢ記さࠇておޟޔࠅ敦有卿ޟޠ前中納言信俊ޠ
(16)

ߞࠃ有俊にޔࠄ߆等の表記ޠ有俊ޟ

て書߈足さࠇていると考えࠇࠄる。ޡ楽血⣂ޢにࠃるとޔ敦有ߪ有頼・後醍醐を楽の師とߒてい

るޔ߇多忠ᓴ(忠氏)・忠春に弓立曲等を習ߞておޔࠅ߹た弟成賢・男信俊の߶߆にޔ洞院ኪ・崇శ

院を門弟とߒている。ޡ和琴血⣂ޢにࠃると敦有ߪ有頼・大Ἲ御門氏忠を和琴の師とߒているޔ߇洞

院賢に߽習ߞておޔࠅ߹たޔ信俊ߪ敦有・崇శ院・大Ἲ御門信忠を師とߒている。 

このࠃうにޔ綾小路家の芸ߪᄤ⊞家߿他の堂・地ਅ楽家と㊀ጀ的ߥ師弟関係ߢ結߫ࠇている
(17)

。

こߪࠇ綾小路家に限ߞたことߥߪߢくޔ当ᤨの芸の伝ᛚߪ各家々の内側のみߢቢ了ߒていることߪ߶

とߥߤࠎい。芸の相ᛚޟߪ楽の家ޠሽ⛯の㊀要ߥ基⋚ߪߢあるޔ߇⁛占的߽ߥのߥߢい以ޔ⛘対的

故実߇のߔ意味を成ߥ対的⛘ޔߢる中ߔ並立߇ޠ楽の家ޟいといえる。複数のߥࠄߥߪሽ立基⋚にߥ

の蓄積ߢある。ޡ御ㆆ部類記ޢにߪ演奏ߔる曲の調子に関ߔる問いに故実を引いて答えている様子߇

記さࠇた記事
(18)

ている記事ࠇࠄߍ掲߇条߆てਃߒとޠᐲ㆑例条々ޟޔ߿
(19)

ߔ敦有の芸に関ޔࠅあ߇

る故実への執着߇伺える。 

本書ޟ߇芸の家ޠ綾小路家における故実書とߒての役割を果たߔために作成さࠇた߽のߢあること

本書ࠅ߹つߪࠇそ。߆うࠈあߢていたのߒて誰を想定ߒ教示の直接の相手とޔ߇る߈ߢ容ᤃに想像ߪ

執筆の契機に関ߔることߢあるޔ߇貞治ੑ年に行わࠇた禁裏御ㆆ始の記事を中心に考察ߒてみࠃう。 

 

未被レ行二中殿御会一当御代初度後光厳院 

貞治ੑ年ਃ一日。禁裏御ㆆ始。清暑堂辰ኃ之後。内々御ㆆᐲ々雖


有


之。ᣈ
ੑ

晴儀
一

者年初

ᐲ。ᣈ
ੑ

禁裏
一

者未被


行
ੑ

中Ლ御会
一

之以前非
ੑ

晴儀
一

々。然而ᣈ
ੑ

御ㆆ
一

者必無
ੑ

差別
一

歟。

卿直衣衣冠。

ਅ括。

或束Ꮺ。Ლ人⊝束Ꮺ。去ᐽ永ਃ年貞和ੑ年⊝如


然。ᣈ
ੑ

詩哥
一

者中Ლ以

前内々儀。ᙥ製臣ሼ不


載


之。又ᣈ
ੑ

洞
一

者晴御会始以前内々儀。 

ᐲ儀。

頭中将為朝臣奉レ行之。尋二問成賢朝臣一

記レ之。予雖レ被二譴責一。依二所労一不レ参。 
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御装束儀。以
ੑ

議定所
一

ὑ
ੑ

所
一

。ർੑ行。 

వ出御。ὑ遠朝臣依


召参進。ᄺ


仰召
ੑ

卿
一

。々々各相揖次第着ᐳ。

左大将。端。以レ左方レ為上。前権大

納言。奥。右方。已下可二准知一也。次成賢朝

臣同依


召進
ੑ

着長ਅ
一

。

兼敷圓

座 。次頭中将持
ੑ

参御笛筥
一

。跪
ੑ

Ꮐ大将前
一

候


之。Ꮐ大将指


笏。取
ੑ

御笛筥
一

置
ੑ

御前
一

。抜


笏還
ੑ

着本ᐳ
一

。次臣ਅ笛筥置


之。

左大将前

置 レ 之 。次比Ꮙᮭ大納言前置


之。次ਅ
ੑ

笛筥
一

。次第相傳。大理前笛之不


ਅ
ੑ

Ლ人
一

。

先レ之可レ下二殿上人一否。大理卿問二成賢朝臣一。成賢朝臣無二所用

一之時不レ下二殿上人一。故実之由也。此事兼而仰二含成賢朝臣一也。次御ㆆ始。事畢

後成賢朝臣起ᐳㅌਅ。次召
ੑ

ὑ遠朝臣
一

。Ꮐ大将進
ੑ

御前
一

。取
ੑ

御笛筥
一

⾦
ੑ

頭中将
一

。々々々取


之ㅌਅ。Ꮐ大将帰
ੑ

着本ᐳ
一

。次臣ਅ笛筥傳





之。次撤
ੑ

比Ꮙ
一

。次入御。次卿起ᐳ。 

網 網 網 拍子。
中御門前宰相ቬ㊀。

束帯。
 

網 網 網 付哥。
綾小路中将成賢朝臣。

束帯。
 

網 網 網 笛。

左大将實夏。束帯直衣始以前也。    

三条中納言實音。直衣下括。晴御遊初度。 

網 網 網 篳篥。
中院前宰相中将親శ。

束帯。
 

網 網 網 笙。

御所作。初度。         

別当隆家。晴儀。初度。衣冠下括。 

網 比Ꮙ。
前ᮭ大納言忠ቄ。

直衣下括。
 

網 網 網 箏。
☄中一人。

忠季卿妹。号二対御方一。
 

網 和琴。
無

ੑ

仁

一

。 

網 呂。

安名尊。鳥破。席田。

鳥 急 。 賀 殿 急 。網

 

網 ᓞ。

万歳楽。伊賀海。

五 常 楽 急 。 網  

 

文和元(正ᐔ)年ޔਃ⊞の拉⥌さࠇたർ朝において治ᄤの君߿ਃ種の器のᰳ如という異例の状

態ߢහߒた後శ厳ᄤ⊞ߢあるޔ߇貞治ੑ年に⥋ߞてࠃう߿くޟ禁裏御ㆆ始߇ޠ行わࠇた。たޟߒߛ内々

御ㆆᐲ々雖


有


之。ᣈ
ੑ

晴儀
一

者年初ᐲ。ޠとあるのޔߢ非式ߥ御ㆆߪᐲ々開催さࠇていたこと

 。る߆分߇

一見ߒて初ᐲの人߇多いことに気ߠくޟޔ߇晴儀。初ᐲޠ等と注さࠇているのߢその中にߪ内々の

儀ߪߢ所作の経験߇ある人物߽いるのߢあࠈう。敦有ޟߪ所労ޠのため参加ߒていߥいޔ߇弟成賢に

故実を੍め言い含めているޔߤߥ事前の準備を怠ߕࠄに㓷楽界への影響力を発揮ߒている。この記事

てߒに記ࠅ詳細を念入ߕࠄいに߽関わߥていߒ参加߇自身ޔࠅを߽とに書いておޠ問ޟ成賢へのߪ

いるのߢあるޔࠄ߆貞治年の御ㆆ以後に本書߇成立ߒたのߢあ߫ࠇこの御ㆆに関ߒて߽敦有の参加

の有無に関わߕࠄ詳細߇載ࠇࠄߖているߢߕߪある。そうߥߪߢい以ޔ貞治年を߽ߞて故意に筆

を擱いているとみていい。 

。あるߢ十ਃᱦの年߇敦有の男信俊ޔ四十ᱦ߇敦有ޔߪある貞治年ߢ擱筆の年ޢ御ㆆ部類記ޡ

信俊ߪ御ㆆに始めて参加ߔるの߇十ᱦߢあるのߢ
(20)

てߞ持ߪࠅ関わߥ御ㆆと直接的ߛ߹ߪこのᤨޔ

いߥい。敦有ߪ貞治ੑ年ਃ一日の御ㆆߪ所労のため不参加ߢあߞたޔ߇その後߽あ߹ࠅ御ㆆに参加

ߥ一人前と߇信俊ޔࠅておߒ卿に列ࠇ貞治年にᓥਃに叙さߪ敦有の弟成賢ޔい。一方ߥていߒ
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る߹ߪߢ成賢߇綾小路家の代表とߒて御ㆆに参加ߒている。こࠄࠇのことޔࠄ߆敦有ߪ弟成賢への教

示のために本書を作成ߒたといえるのߥߪߢいࠈߛう߆。当然ޔいߪࠇߕ信俊߿子孫への教示に使用

自ޔ構成߽ߥ筆を擱くという一見不自然ߢ貞治年の綸ᣦޔ߇うࠈあߢていたࠇること߽視㊁に入ߔ

身のいわ߫ฬ代とߒて成賢を御ㆆに送る際ޔ臨ᤨ的に作成ߒた部類記ߢあߞたߢࠄ߆あると考えると

納得߇いく。 

߹たޔ最後のੑ通の綸ᣦ߽含めޡޔ御ㆆ部類記ޢに抄出さࠇた御ㆆߪ七つと߽ޡޔ御ㆆ抄ޟߪߢޢ御

会始ޟޠ臨ᤨ御会ޟޠ中Ლ御会ޠといߞた和歌会に関係ߔる㗄目にめࠇࠄている。この点߽ޔ本書

 。うࠈߥけとߠたことの裏ࠇた御ㆆの準備のために作成さࠇ貞治年の和歌御会始の際に行わ߇

 

 にࠅわ߅

 

敦有߇ᱦߢ綾小路家を⛮ޔ߉十一ᱦߢ御ㆆの所作人の地を得ޔ父߿父のいߥい中ޟߢ楽の家ޠ

ሽ亡のෂ機を乗ࠅ越えること߇出来たのߪ後醍醐ᄤ⊞という強力ߥ後ࠈ盾߇あߞたߢࠄ߆ある。ޔߪߢ

敦有߇譲る側とߞߥたᤨの状況ߤߪうߢあߞた߆。 

敦有ߪ永和元年の後融ᄤ⊞の清暑堂御ㆆの際に拍子役とߒて御ㆆに参加ߔるޔߤߥᐽ永ੑ年に

十ᱦߢ出家ߔる߹ߪߢ㓷楽界ࠄ߆ቢ全に引ㅌߒたわけߞ߆ߥߪߢたࠃうޔ߇ߛ貞治年間前後ࠄ߆御

ㆆに参加ߔる㗫ᐲ߇減ߞておޔࠅ第一線をㅌいている様子߇伺える。 

ࠇて招集さߞࠃ綸ᣦにޔ߇た御ㆆ開催の綸ᣦを最後に添えているࠇࠄ敦有にተてߪޢ御ㆆ部類記ޡ

ているに߽関わޔߕࠄ敦有ߪこࠄࠇの御ㆆに参加ߒていߥい
(21)

ࠈあߢたのߞ߆ߥࠇ優߇体調ߤ߶ࠃ。

うߒ߆ߒ。߆後事を⸤そうに߽嫡男信俊ޟߪ楽の家ޠを一身に背⽶うにߛ߹ߪᐜい。敦有に代わߞて

御ㆆに参加ߔるࠃうにߞߥたの߇弟成賢ߢあ߇߿ޔࠅて成長ߒた信俊߇そࠇに加わるࠃうにߥる。信

俊߇前面に出てくるとޔ成賢ߪ補的ߥሽ在とߒて目立たߥくߥるためޔ綾小路家を語る際に߽成賢

空⊕期ߪ綾小路家にޠ楽の家ޟこそ߫ࠇあ߇成賢のሽ在ޔߒ߆ߒ。いߥߪることࠇ言及さߤࠎと߶ߪ

間߇生߹ࠇることߥく㓷楽界ߢの影響力をሽ⛯さߖること߈ߢ߇たのߢある。成賢ߪ綾小路家の世代

交代の際に㊀要ߥ役割を果たߒていたこと߇分߆る。成賢への教示のために作成さࠇたޡ御ㆆ部類記ޢ

 。あるߢていたのߒ嫡流間の世代交代の間㓗を埋める役割を果たޔߪ

 

⸼ 

 

 。巻第ਃੑ(第十輯)ޢ群書類ᓥ⛯ޡ (1)

(2) 御ㆆの定義に関ߒてޔ᜕Ⓜޟᐔ期のผ料にみࠇࠄるޟ御ㆆޠの概念ޠ星ޡ創価大学大学院紀要ޢਃ十ੑޔ〇〇

年映においてޡޔ御ㆆ抄ޢにおける分類を߽とにߒた定義ߠけにߞࠃて御ㆆの概念に混乱߇生ߓていることを指

摘ߒた。御ㆆߪᐔ中期ࠄ߆院期に߆けて徐々に的ߥ性格を有ߔるࠃうにߞߥたޔ߇言葉とߒてのޟ御ㆆޠの

概念ߪ院期において߽ߥおޔあるᤨߪ⑳的ߥㆆ興を指ޔߒあるᤨߪ的ߥ儀式に付㓐ߔる儀礼を指ޔߤߥߔ確

に定߹ߞてߪいߥい。߹たその一方ޔߢ院期においてޟޔߪ御ㆆޠの中߽ߢ特に儀礼的ߥ側面を持つ߽の߇同ᤨ
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期の他の音楽行事とߪ異ߥる特ᱶߥ儀式とߒて定着ߒていたこと߽確ߢ߆ある。 

 。(一ੑ年ޔ群書類ᓥቢ成会⛯)第十巻ޢ群書解題ޡ (3)

 。巻第ੑ(第ੑ十輯ਅ)ޢ群書類ᓥ⛯ޡ (4)

(5) いޡ߽ࠇߕ⛯群書類ᓥޢ巻第ਃੑ(第十輯)。 

(6) 綾小路家の書物に言及ߒている主ߥ論Ⓜߪ以ਅの通ߢࠅある。坂本麻実子ޟ十世紀の宮ᑨ㓷楽と綾小路有俊ޠ

星ޡ東洋音楽研究ޢ一ޔ一七年)。磯水⛗ޟ家と地ਅ楽家における音楽伝ᛚޠ星ޡ岩ᵄ講ᐳ日本の音楽・ࠕ

の音楽網ࠕࠫ 第四巻網 伝ᛚと記録ޢ網 一年映。石原比伊呂ޟ鎌倉後期～ቶ↸期の綾小路家ޡ)ޠ日本ᱧผޢ七

〇ੑޔ〇〇七年)。ᳰ和↰有紀ޡޟ曲相ᛚ次第ޢ再考ޠ(ޡ書㒺部紀要ޢ一ੑޔ〇一〇年)。᜕Ⓜޡޟ御ㆆ抄ޢ

のผ料的性格ޠ(ޡ藝能ผ研究ޢ一ਃੑޔ〇一一年)。同ޡޟ曲相ᛚ次第ޢ成立の背᥊ޡ)ޠ日本ᱧผޢ七七〇ޔ

ੑ〇一ੑ年)。 

 。巻第ਃੑ(第十輯)ޢ群書類ᓥ⛯ޡ (7)

(8) 大ཏ祭ߪ通常ޔᄤ⊞のහ後ޔ最初の十一に行わࠇるޡޔ߇ᑧ喜式ޢにࠃるとޔᄤ⊞߇以降にහߒた

場合ߪ翌年十一に行わࠇるという。శᄤ⊞の大ཏ会ߪහのੑ年後ߢある暦応元年十一に行わࠇておޔࠅ異

例ߢあߞたといえる。 

 。ޢ卿補任ޡ (9)

兼日綾小路前宰相有ᤨ卿被ޟている文保ੑ年十一ੑ十四日条にࠇの㗄目に所さޠ清暑堂ޟのޢ御ㆆ抄ޡ (10)


催之處。夜ᣈ
ੑ
待賢門内

一
被

ੑ
Ვኂ

一
之間。故宰相Ლ可


有

ੑ
御参

一
之由雖


被

ੑ
仰ਅ

一
。依

ੑ
御悲歎

一
不

ੑ



参給

一
ޠ。

とある。 

清暑堂御ㆆとޔߪ大ཏ祭の際に清暑堂ߢ行わࠇる楽に付㓐ߔる御ㆆのことޔߢᄤ⊞一代につ߈一ᐲ限ࠅの行事ߢ

ある。後醍醐ᄤ⊞の代の清暑堂御ㆆにおいてޔ綾小路有ᤨ߇拍子役を勤める੍定ߢあߞた。ࠄ߇ߥߒ߆ߒ有ᤨ߇御

楽の当日に待賢門内ߢᲕኂさࠇたためޟޔ故宰相Ლߥߔޠわち有ᤨの弟ߢある有頼に代理の߇ਅるޟޔ߇悲歎ޠ

のため勤ߞ߆ߥ߈ߢたという記事ߢある。ޡዅඬ分⣂ޡޔޢ増鏡ޡޔޢ武家年代記ޢ等の記述にࠃるとޔこの事

件ߪ御ㆆの拍子役をめߋるい߇原因ޔߢ⚕ደ河㗼香߇武士を使ߞて有ᤨを暗Ვߒた߽のߢあޔࠅそࠇにࠅࠃ㗼香

〇一〇ੑޔਃੑޢ創価大学大学院紀要ޡ)ޠ文保ੑ年の綾小路有ᤨᲕኂ事件についてޟたという。᜕Ⓜࠇ流罪さߪ

年)参照。 

〇四ภ(帝ੑޔ一ޢኇ翰英華ޡ及びޔ(一年ޔ 東੩堂出ޔ✬内理ਃ┻)ਃ〇ภޔਃޢ鎌倉遺文ޡ (11)

国学士院✬ޔ思文㑑出 ޔ一年)。 

(12) この書状に関ߒてޡޔߪ鎌倉遺文ޢ及びޡኇ翰英華ޢ掲載の解説ޔߪߢ賢にተてࠇࠄた消息とផ定さࠇてい

る。小Ꮉ剛生氏ߪ綾小路家の要請をฃけた後伏見院ࠄ߆の働߆߈けに応ߓて後醍醐ᄤ⊞߇記ߒた߽のとផ定ߒてい

る(㨬歌家の人々と家ᮭ―ޡᑧ慶両卿⸷陳ޢをめߞߋて―｣ޡ和歌をᱧผޢ⺒ࠄ߆笠間書院ੑޔ〇〇ੑ年)。 

(13) 豊永聡美ޡ中世のᄤ⊞と音楽ޢ(ศᎹ弘文館ੑޔ〇〇年)。 

 。ޢዅඬ分⣂ޡ (14)

 。ߤߥޢ卿補任ޡ (15)

(16) 信俊߇中納言に任ࠇࠄߓたのߪ正長元年ਃਃ十日ߢあޔࠅ同年十一ਃ日に辞ߒている(ޡ卿補任ޢ)。翌

年十日に信俊ߪ七十ᱦߢᴚߒている。 

(17) ᱧ代ᄤ⊞の音楽における師弟関係についてߪ豊永ޡ中世のᄤ⊞と音楽ޢ(前掲前章⸼㧡)に詳ߒい。 

 。貞治ੑ年ਃ一日条ޔ貞和四年廿七日条ޢ御ㆆ部類記ޡ (18)

 。暦応ੑ年ੑ廿七日条ޢ御ㆆ部類記ޡ (19)

 。応ਃ年ਃ四日条ޠ御会始ޟޢ御ㆆ抄ޡ (20)

ࠇ所の綸ᣦに記載さޢ御ㆆ部類記ޡߪたのࠇ実際に行わ߇の御ㆆࠄࠇこޔるとߔ等のผ料を参照ޢᗱ管記ޡ (21)

ている日ߥߪߢくその数日後ߢあるのޔߢ誤記ޔ߆あるいߪ直前にߞߥてᑧ期さࠇたのߢあࠈう。ੑ十日に行

わࠇた御会始の所作人ޡߪ御ㆆ抄ޔߢޢਃੑ十日に行わࠇた中Ლ御会の所作人ޡߪᗱ管記ޡޢ後ᗱᤒ記ޡޢ御

ㆆ抄ޢ等ߢそࠇߙࠇ確認߈ߢる。 

 


